
し
む

つ

一
▼
９

１
　
所
在
地
　
　
　
】橡
賀
県
伊
香
郡
西
浅
井
町
塩
津
浜

２
　
調
査
期
間
　
　
一
一〇
〇
六
年

（平
１８
）

一
〇
月
１
二
〇
〇
八
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
】傲
賀
県
教
育
委
員
会
、
側
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

４
　
調
査
担
当
者
　
一　
北
村
圭
弘
、
二
　
横
田
洋
三

５
　
遺
跡
の
種
類
　
祭
祀
遺
跡

（神
社
跡
）

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
平
安
時
代
末
期

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

塩
津
港
は
琵
琶
湖
の
最
北
端
に
位
置
し
、
京
都
と
北
陸
方
面
を
琵
琶
湖
を
介

し
て
結
ぶ
、
多
く
の
物
資
が
経
由
し
た
港
で
あ
る
。
調
査
地
点
は
港
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る

大
川
の
河
口
で
、
現
在

「大

嶋
」
の
字
名
が
残
り
、
か
つ
て

は
河
口
部
の
中
州
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
調
査
は
河
川
改
修
に

伴
う
も
の
で
あ
る
。
検
出
し
た

遺
構
は
平
安
時
代
後
期
か
ら
末

期
に
か
け
て
の
施
設
で
、
建
物

遺
構

（掘
立
柱
・
礎
石
・
石
組
）
・
堀

・
神
泉

（井
一Ｅ

。
門

・
鳥
居
な
ど
で
構
成

さ
れ
、
約
五
〇
ｍ
四
方
の
方
形
区
画
を
も
つ
た
神
社
と
考
え
て
い
る
。

木
簡
は
建
物
遺
構

（神
社
）
周
辺
か
ら
三
点
、
そ
の
南
側
を
画
す
る
堀
の
中

か
ら
三
二

一
点
が
出
土
し
た
。
堀
は
幅
約
四
・五
ｍ
深
さ
六
〇
伽
を
測
る
。
断

面
形
状
は
底
が
平
ら
で
、
側
面
が
垂
直
に
立
ち
上
が
る
箱
掘
で
あ
る
。
堀
は
施

設
の
中
軸
線
部
分
で
途
切
れ
て
お
り
、
こ
こ
が
入
り
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

入
口
を
入
っ
た
脇
で
直
径
五
〇
釦
の
木
柱
を

一
基
検
出
し
て
お
り
、
鳥
居
の
柱

と
考
え
て
い
る
。
対
と
な
る
柱
の
想
定
位
置
は
調
査
区
外
で
あ
る
。

こ
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
手
前
左
側
の
堀
の
、　
一
一
ｍ
の
区
間
を
調
査
し
た
。
堀

の
堆
積
は
大
き
く
二
層
に
分
け
ら
れ
る
。
上
層
は
有
機
質
を
多
く
含
ん
だ
粘
質

土
で
、
時
間
を
か
け
て
堆
積
し
水
位
の
上
昇
時
に
は
琵
琶
湖
と
水
面
を
同
じ
く

し
た
様
子
も
見
ら
れ
る
。
下
層
は
砂
と
粘
質
上
の
互
層
で
、
堀
が
掘
削
さ
れ
た

後
、
時
間
を
あ
ま
り
置
か
ず
に
流
れ
込
ん
だ
層
で
あ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。

木
簡
は
上
下
層
か
ら
出
土
し
た
。
出
土
点
数
は
破
片
を
含
め
て
二
〇
〇
点
を

超
え
る
。
下
層
の
最
も
早
い
段
階
で
堆
積
し
た
層
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
保
延

三
年

０

一
三
七
）、
上
層
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
保
元
二
年

（
一
一
五
七
）
か

ら
建
久
二
年

（
一
一
九
こ

ま
で
の
年
紀
が
認
め
ら
れ
る
。
木
簡
の
ほ
と
ん
ど

は
起
請
文
札
で
あ
り
、
卒
碁
婆
が
数
点
と
告
知
札
か
と
思
わ
れ
る
横
木
に
縦
書

き
し
た
木
簡
が

一
点
あ
る
。
出
土
状
況
は
雑
然
と
重
な
り
合
う
様
子
が
観
察
さ

れ
、
踏
み
込
ま
れ
破
砕
さ
れ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
堀
か
ら
は
同
時
に

箸

。
松
明

・
箱

。
曲
物

・
塗
椀

・
幣
串
な
ど
多
彩
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。

(教 賀)



2007年 出土の木簡

こ
の
堀
の
内
側

（北
側
）
に
も

一
時
期
古
い
や
や
規
模
を
小
さ
く
し
た
堀
を

検
出
し
、
こ
の
堀
の
中
か
ら
も
同
形
状
の
木
片
が
二
〇
点
近
く
出
土
し
た
。
こ

の
木
片
類
は
劣
化
が
著
し
く
墨
書
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
形

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

状
か
ら
起
請
丈
木
簡
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
層
か
ら
出

上
し
た
土
師
器
皿
は
先
の
木
簡
類
よ
り
も
古
い
一
一
世
紀
末
の
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
土
師
皿
に
呪
符
文
を
記
し
た
墨
書
土
器
が
二
点
出
土
し
た
。

右
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表
盗
取
候
於
不
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菅
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□
ロ
マ
ロ

身
八
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四
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毎
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三
日
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七
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□
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□
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日
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再
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大
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平
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元
年
六
月
十
四
日
奉
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大
日
本
朝
中
有
〔酔
酢
即
足
邸
認
柾
□
〔鼓中
〕

再
拝
々
々
　
奉
先
大
梵
天
王
始
王
城
鎮
守
八
幡
三
所
奉
始
十
八
大
明
神
当
国
鎮
守
山
王
七
社
奉
始
武
建
マ
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主

【
郡
と

〔竹
力
〕　

　

　

　

　

　

　

〔当

所
力
〕
　

　

　

　

　

【若

宮
〔酢
剛
則

日
本

国
中
大

樵

酷

剛
剛
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〕

三
上
四
所
大
明
神
当
□
鎮
守
□
生
弁
財
才
天
□
□
□
□
□
□
鎮
守
五
所
大
明
釉

〔御

庄
供
力
〕

右
　
一死
者
当
□
□
□
米

【木
力
〕
〔浄
力
〕
　
　
　
　
　
〔次
升
力
〕

佐
□
□
又
安
□
貞
光
か
も
是
正
蔵
□
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□
□
□
□
□
□
成
包

〔
米
力
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＝
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六
人
中
右
供
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ヲ
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□
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□
□
□
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人
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Ｈ
日
□

「
　
　

　

　

維
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梵
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別
当
国
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□
□
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生
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再
拝

々
々

□
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大
神
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月
五
星
十
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賀
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下
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大
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五
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警

褒

静

評

十
酢

酌
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目

□

誓

奮

二

雪

千
害
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大
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□
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□
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Ｈ
Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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□
□
回
日
―十
日

醍
児
舘
酔
賂
眸ヵ〕

□
三
□
□
七
□
」

洋
∞
ｏ
ｏ
×

Ｐ
ｏ
卜

×

ト

保
元
二
年
□
□
□
七
月
廿
□
日

」

Ｐ
ヽ
『
］
×

μ
∞
∞
×

Ｐ
ｏ
　

ｏ
卜
Ｐ

天
□
五
道
大
□
四
大
天
　
加
毛
上
下
祗
薗
稲
荷
春
日

王
□
□
月
日
日
―Ｉ
Ｈ
国
　
大
明
日
日
日
Ｈ
日
日
日
□

維
年
次
保
廷
三
年
七
月
十
九
日
以
請
申
天
判
事

コと
ス
当
所
鎮
守

上
界
．ス
大
梵
天
王
外
尺
天
衆
四
大
天
王
　
　
　
五
所
大
明
神

下
界
ス
王
城
鎮
守
八
万
大
菩
薩
賀
〔締
声
上
　
　
稲
懸
祝
山

惣
十
人
大
明
神
別
、美
ハ当
国
鎮
守
山
王
七
社
　
耕
訓
郵
励

惣
天
ハ
日
本
朝
中
一
万
三
千
七
百
余
所
大
小
神
等
御
前
如

驚
奉
元
者
草
部
行
元
若
此
負
荷
内
魚
フ

と
申

一
巻
に
て毛
取
な
か
し
て
候
ハ近
蛍
二
日
遠
ハ七
日
内

行
元
身
上
上
件
神
御
神
罰
ヲ
入
万
四
千
毛
口
穴
如
加
ふ
る
へ
く
」

μ
卜
μ
∞
×
Ｐ
］
『
×
Φ

十
三
ノ
内
二
頭
□
□
□
□
□

日

□
□
□
□
□
□
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維
当
年
次
大
歳
庚
辰
永
暦
元
年
四
月
十
日
奉
驚
×

酢
ヵ
〕
　

口
口
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
Ｈ
回
当
国
鎮
守
山
王
七
社
武
建
〔
マ部
ぎ
ハ主
×

五
所
　
　
　
　
　
日
日
日
回
一弔
酢
云
、
ヵ
′ビ
□
□
□
□
□
□
□

〔
四
月
ヵ
〕

三
神
□
□
□
□
竹
生
弁
オ
天
女
日
Ｈ
Ｈ
日
Ｈ
日
日
日
日
日
日
日
Ｈ
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
□
×

文
治
三

ｏ
年
□
□
□
□
□
　
口
□
□

有
口
□
□
之
□
□
口
□
□
□
口
□
回
　
」

△
ワ
れ
ｕl19l181

海
連
守
護

〔王
子
と

□
□

今
回
報
告
の
木
簡
は
ほ
と
ん
ど
が

「浮
上
り
文
字
」
で
、
墨
痕
が
確
認
で
き

る
木
簡
は
僅
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
非
常
に
解
読
が
困
難
で
あ
り
、
十
分
時
間

を
尽
く
し
て
い
な
い
。
今
回
は
比
較
的
形
状
が
よ
く
、
文
字
が
あ
る
程
度
解
読

で
き
た
も
の
、
年
紀
が
残
る
木
簡
な
ど
に
限
定
し
て
報
告
す
る
。
報
告
の
木
簡

は
い
ず
れ
も
堀

一
の
出
上
で
あ
る
。
木
簡
の
形
状
は
〇
五

一
型
式
が
ほ
と
ん
ど

で
〇
四

一
型
式
な
ど
が
数
点
あ
る
。
頭
部
は
九
形
、
四
角
形
、
三
角
形

（圭
頭

状
）
に
大
別
で
き
る
。
墨
書
の
あ
る
表
面
は
平
滑
に
仕
上
げ
る
が
、
墨
書
が
全

く
な
い
裏
面
は
ヘ
ギ
板
の
ま
ま
で
あ
る
。
下
端
部
は
変
色
等
の
痕
跡
は
な
く
地

〔梵
凸
螂上
始
力
〕

「　
　
　
　
　
奉
先
大
□
天
□
□
王
叛
鎮
守
八
幡
三
所
□
□
□
□
当
国
鎮
守
山
王
七
社
□
□
×

再
拝
々
々
　
　
〔当
郡
鎮
守
力
〕

６

『
じ

×

合

ｅ

×

∞
　

ｏ
盟

ａ

∞
じ

×

合

ｅ

×

⇔
　

ｏ
驚

卜
ｏ
ｏ
×
Φ
ｏ
×
い
　
ｏ
］
Ｐ

面
に
突
き
刺
し
た
も
の
で
は
な
い
。
数
点
の
木
簡
に
組
な
ど
で
繰
ら
れ
て
い
た

痕
跡
が
見
ら
れ
、
垣
や
板
な
ど
に
く
く
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
記
載

さ
れ
た
内
容
は
⑬
以
外
す
べ
て
起
請
文
で
あ
る
。

ω
は
完
形
品
で
墨
痕
が
残
る
。
全
面
削
り
で
頭
部
は
圭
頭
形
に
下
端
は
尖
ら

せ
る
。
下
端
部
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
紐
な
ど
で
く
く
ら
れ

て
い
た
痕
跡
が
残
る
。
本
文
は
三
段
書
き
す
る
。
簡
頭
は

「請
文
」
か
。
続
い

て
神
文
と
呼
ば
れ
る
神
仏
名
が
続
く
。
「前
山
」
は
不
明
。
「住
吉
」
は
他
の
木

簡
に
記
載
例
は
な
い
。
当
所
鎮
守
の

「稲
懸
視
山
」
は
い
側
に
も
例
が
あ
る
。
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誓
文
の
「
回
表
」
は
峰
の
意
か
。
盗
人
の
峰
を
否
定
す
る
起
請
文
で
あ
ろ
う
。
起

請
人
は
「菅
原
有
貞
」
ら
三
名
で
あ
る
。
最
後
に
気
元
二
年

（
一
一
五
七
）
人
月

六
日
と
記
す
。

②
は
、
上
端
は
折
れ
と
切
断
で
、
下
端
部
は
削
る
。
切
断
面
は
鋭
利
な
刃
物

で
斜
め
上
か
ら
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が

「浮
上
り
文
字
」
で
墨
痕

が
僅
か
に
残
る
。
後
半
の
誓
文
部
分
で
仮
名
文
字
が
多
い
。
誓
文
の
内
容
は
明

確
で
は
な
い
。

０
は
、
全
面
削
り
で
、
頭
部
は
九
く
作
る
。
「浮
上
り
文
字
」
が
明
瞭
で
あ

る
。
冒
頭
の
「再
拝
々
々
」
は
多
出
す
る
。　
一
行
は
段
落
を
区
切
ら
ず
に
千
支

と
年
号
、
誓
約
者

「三
川
安
行
」
を
記
す
。
「維
歳
次
」
に
始
ま
り
「敬
白
」
で
終

わ
る
文
書
の
書
式
に
則
る
。
「塩
津
」
に
続
く
文
字
は
他
例
の
す
べ
て
が
「五

所
」
で
あ
る
。
「米
を
盗
ん
で
い
な
い
」事
を
誓
約
し
、
罰
文
は

「毛
口
」
と
す

之や
。④

は
、
右
辺
は
切
断
ま
た
は
割
れ
、
下
端
部
は
鋭
利
な
刃
物
で
左
右
か
ら
切

断
さ
れ
て
い
る
。
文
字
は
浮
き
上
り
で
残
る
。
「請
申
天
判
」
は
他
に
一
例
あ

る
。
神
文
部
分
の
み
が
残
る
。
「津
明
」
は

「津
明
神
」
口
で
あ
ろ
う
。

働
は
、
全
長
三
二
〇
・
五
ｃｍ
の
木
簡
で
高
島
市
鴨
遺
跡
出
土
木
簡
の
一
六

六

・
五
ｃｍ
を
超
え
る
。
右
側
面
を
部
分
的
に
ニ
カ
所
、
幅
二
伽
ほ
ど
欠
損
す
る

が
ほ
ぼ
完
形
で
あ
る
。
欠
損
部
は
斜
め
上
か
ら
鋭
利
な
刃
物
で
切
り
込
ま
れ
、

左
側
面
に
も
同
様
の
傷
が
残
る
。
「奉
驚
」
の
類
例
は

「奉
驚
」
ω
や

「驚

奉
」
口

「驚
申
」
⑩
が
あ
る
。
当
国
鎮
守
の

「山
王
七
社
」
は
日
吉
神
社
で
他

の
木
簡
で
も
常
に
当
国
の
筆
頭
神
で
あ
る
。
「武
建
マ
」
は
ｕ
に
も
あ
り
、
現

存
す
る
近
江

一
ノ
宮
の
建
部
大
社
で
あ
る
。
兵
主

。
三
上

・
竹
生
弁
財
天
も
現

存
す
る
。
第
二
節
日
で
は
起
請
人
が

「佐
□
木
又
安
、
浄
貞
光
、
か
も
是
正
、

蔵
□
次
升
、
□
□
□
□
、
□
□
成
包
」
の
六
人
と
な
り
、
二
行
日
以
下
の

「此

六
人
」
と

一
致
す
る
。　
一
行
日
初
め
五
文
字
以
下
は

「御
庄
供
米
」
で

「供

米
」
は
以
下
三
回
出
て
く
る
。
二
行
目
に
二
回
出
て
く
る

「□
□
太
る
」
の
未

読
文
字
は
同

一
文
字
で
三
行
日
七
文
字
目
も
類
似
す
る
。
三
行
目
中
段
の

「盗
」
は
明
確
で
は
な
い
。
誓
約
文
の
大
意
と
し
て
は

「
こ
の
六
人

（運
送
人

か
）
は
庄
園
領
主
に
納
す
べ
き
供
米
を

一
升
た
り
と
も
盗
ん
で
い
な
い
」
と
な

ろ
う
。
罰
文
は
三
日
以
下
欠
損
す
る
が
定
型
句
の

「家
神
罰
六
人
八
万
四
千
毛

穴
毎
近
三
日
遠
七
日
」
で
あ
ろ
う
。

①
は
、
全
面
削
り
の
完
形
品
で
、
頭
部
は
圭
頭
形
、
下
端
部
は
羽
子
板
状
に

な
る
。
墨
書
が
残
る
。
下
段
の
一
行

「買
請
取
」
か
ら
三
行
目
の

「神
罰
」
に

か
け
て
横
に
幅

一
釦
ほ
ど
変
色
し
、
紐
か
細
板
な
ど
で
隠
さ
れ
て
い
た
痕
跡
が

残
る
。
年
は
千
支
と
年
号
を
併
記
す
る
。
「戊
午
吉
日
」
以
下
は
不
明
。
神
文

部
分
の

「日
月
五
星

・
廿
八
宿
」
は

「炎
魔
法
王
」
の
前
に
、
「四
大
天
王
」

は
後
に
記
す
。
下
段
の
誓
文
部
分
は
墨
の
残
り
が
悪
い
。

０
は
、
右
側
面
が
部
分
的
に
欠
損
す
る
が
、
全
面
削
り
の
完
形
品
で
あ
る
。

文
字
は
浮
き
上
り
で
残
る
。　
一
行
日

「歳
次
」
下
の

「丁
丑
」
は
割
書
す
る
。

「丁
丑
」
は
保
元
二
年

（
一
一
五
七
）
で
あ
ろ
う
。
二
段
、
三
行
日
は

「白
米

二
斗
」
四
行
目
に
は

「件
米
」
な
ど
米
に
関
す
る
誓
文
で
あ
る
。
二
行
日
最
終



段
は
年
紀
が
再
記
さ
れ
た
も
の
か
。

①
は
左
右
両
辺
割
れ
、
下
部
は
折
れ
て
い
る
。
神
文
の
定
型
句
で
あ
る
大
梵

天
王

。
帝
尺
が
浮
き
上
が
っ
て
残
る
。
①
は
左
辺
割
れ
、
下
部
は
折
れ
て
い
る
。

⑩
は
七
点
の
破
片
中
の
二
点
で
あ
る
。
左
右
両
辺
は
割
れ
、
上
下
両
端
は
折
れ

て
い
る
。
「建
久
二
年
」
全

一
九
こ

は
今
回
出
土
木
簡
の
年
紀
で
は
最
も
新

し
い
。

⑪
は
上
端
は
折
れ
、
下
端
部
は

一
段
細
く
し
、
さ
ら
に
両
側
面
を
削
り
込
む

が
尖
ら
ず
に
面
を
な
す
。
左
右
両
辺
は
割
れ
る
。
二
個
体
を
接
合
し
た
も
の
で
、

墨
痕
が
残
る
。
神
文
と
罰
文
部
分
で

「春
日
大
明
神
」
と

「塩
津
五
所
大
明

神
」
の
間
は
段
落
の
空
白
に
な
る
。
下
端
部
の
一
段
細
く
し
た

「神
罰
」
周
辺

は
幅
二
ｃｍ
ほ
ど
、
括
ら
れ
て
い
た
た
め
か
変
色
が
見
ら
れ
る
。

⑫
は
上
端
は
折
れ
、
下
端
部
は
削
る
。
墨
痕
が
残
り
、
誓
文
部
分
の
残
り
が

よ
い
。
「永
暦
元
年
」
盆

一
六
〇
）
の
年
紀
は
四
例
あ
る
。
最
終
の

「穴
太
武

次
」
は

「武
次
」
を
や
や
上
に
し
て
割
書
す
る
。　
一
行
目

「御
庄
」
は
⑩
の

「御
庄
供
米
」
の
文
字
と
類
似
す
る
。
誓
文
の

「又
ス
ソ
ロ
二
一
二
斗
」
は
□

を

「参
」
と
す
る
と
文
意
が
不
明
瞭
で
あ
る
が

「具
足

・
又
ス
ソ
。
一
二
斗
」

な
ど
具
体
的
な
物
の
名
称
で
あ
る
。

⑬
は
四
周
削
り
。
文
字
は
浮
き
上
が
り
で
残
る
。
表
面
は
削
り
痕
の
凹
凸
面

が
、
そ
の
上
に
文
字
を
記
し
て
お
り
凹
凸
は
二
次
調
整
で
な
く
当
初
の
未
調
整

面
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
。　
一
行
日
の

「己
如
」
は
平
治
元
年

（
一
一
五
九
）

で
あ
ろ
う
。
「七
日
」
の
下
に
も

「甲
午
」
の
干
支
を
記
す
。
神
文
部
分
は
誓

文
部
分
に
比
べ
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
。
王
城
鎮
守
神
に
は

「人
幡
三
所

。
賀
茂

上
下

・
祗
園

・
稲
荷

・
春
日
大
明
神
」
と
連
記
す
る
が
、
当
国

。
当
郡

・
当
所

の
諸
神
は

「山
王
七
社

・
竹
生
弁
才
天
女

・
塩
津
五
所
」
と
他
例
の
筆
頭
神
の

み
を
記
す
。

⑭
は
羽
子
板
状
の
完
形
品
で
あ
る
。
下
部
の
柄
状
部
分
の
上
下
三
カ
所
に
切

り
込
み
が
入
る
。
堀

一
の
下
層
か
ら
出
土
し
た
。
墨
書
文
字
は
明
瞭
に
残
り
、

神
文
か
ら
誓
文
、
罰
文
ま
で
文
意
が
判
る
。
本
文
は
三
段
落
、
四
行
書
き
で
あ

る
が
二
段
目
は
五
行
、
最
終
文
字
の

「と
申
」
は
整
形
し
た
記
載
面
が
無
く
な

り
、
隣
の
三
行
目
の
下
に
記
す
。
全
体
に
右
下
が
り
の
文
字
で
、
右
側
面
下
か

ら
筆
を
運
ん
だ
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。　
一
行
日
の
年
紀
は

「保
延
三
年
」
全

一

三
七
）
で
日
本
最
古
と
さ
れ
る

「三
春
是
行
起
請
文
」
亀
平
安
遺
文
』
一
一エハ
四
四

号
）
の
久
安
四
年

（
一
一
四
人
）
よ
り
も

一
一
年
遡
る
。
神
文
は

「上
界
」
と

「下
界
」
で
区
分
す
る
。
当
所
鎮
守
神

「若
宮
三
所
」
は
い

。
⑫
に
も
記
載
例

が
あ
る
。
三
段
目
二
行
か
ら
の
誓
文
の
起
請
者
は

「草
部
行
元
」
で

「負
荷
」

は
運
搬
を
請
け
負

っ
た
荷
物
、
「魚
ヲ
一
巻
」
は
北
陸
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

草
部
行
元
は
塩
津
港
を
拠
点
と
す
る
湖
上
水
運
の
運
送
人
と
推
測
さ
れ
る
。

「取
な
か
し
て
」
の

「な
」
は

「
に
」
の
可
能
性
も
あ
る
。
罰
文
の

「近
三
日

遠
七
日
」
「神
罰
八
万
四
千
毛
穴
如
」
は
定
型
句
で
あ
る
。
最
終
行
の

「毛
口

穴
」
の

「
口
」
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
。
「と
申
」
が
話
し
言
葉
で
終
わ
る
の

は
、
起
請
文
札
を
読
み
上
げ
て
い
た
為
か
。

⑮
は
、
完
形
品
で
あ
る
。
墨
痕
と
浮
上
り
で
の
判
読
が
可
能
で
あ
る
。
文
字
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は
上
半
部
の
神
文
部
分
が
比
較
的
良
く
残
る
。
本
文
は
五
行
書
き
で
細
か
な
字

を
び
つ
し
り
記
す
。
簡
頭
の

「再
拝
」
は
三
行
分
の
横
幅
を
取

っ
て
大
書
き
す

る
。　
一
行
日
は

「謹
墾
閑
申
□
天
判
事
」
か
。
神
文
の

「泰
山
府
君
司
命
司

禄
」
「六
十
餘
州
」
は
初
出
で
あ
る
。
誓
文
に
地
名
と
思
わ
れ
る

「教
賀
」
「塩

津
」
が
あ
る
。

い
は
、
墨
痕
が
残
る
。
上
端
削
り
、
左
右
両
辺
割
れ
、
下
端
は
左
右
か
ら
切

断
さ
れ
る
。
冨
一神
」
は
三
上
神
社
か
。
口
は
、
上
端
は
削
り
、
左
右
両
辺
は

割
れ
、
下
端
は
左
側
面
の
斜
め
上
か
ら
切
断
さ
れ
る
。
年
は
干
支
と
年
号
を
併

記
す
る
。
武
建
マ

（建
部
）
と
兵
主
は
二
例
目
に
な
る
。
⑬
は
、
完
形
品
で
あ

る
。
上
は
九
型
の
頭
部
の
中
央
に
幅
約
三
帥
、
高
さ
約

一
伽
の
宝
珠
状
の
突
起

が
付
く
。
そ
の
部
分
の
劣
化
は
進
ん
で
い
な
い
。
下
は
右
半
分
は
平
ら
に
左
半

分
は
斜
め
に
削
る
。
上
か
ら
約

一
三
帥
の
中
央
部
に
五
ｍｍ
ほ
ど
の
穿
孔
が
あ
る
。

頭
部
の
突
起
部
を
袖
穴
な
ど
に
差
込
み
、
穿
孔
部
は
釘
で
固
定
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
文
字
は
浮
き
上
が
り
で
残
る
。
本
文
は
三
行
書
き
で
、
中
央
行
の
頭
に

「文
治
三
年
」
全

一
人
七
）
と
記
す
。
穿
孔
は

「三
」
と

「年
」
の
間
に
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
起
請
文
木
簡
と
形
状
や
用
途
、
内
容
が
異
な
る
。
「海
逗
守
護
」

は
琵
琶
湖
湖
上
交
通
の
安
全
を
祈
願
し
た
も
の
で
、
船
札
か
棟
札
の
よ
う
に
使

わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
１
側
は
起
請
文
木
簡
で
あ
る
。
記
載
の
形
式
は
冒
頭
に
必
ず

「再
拝
」
や

「請
申
天
判
」
な
ど
の
神
仏
を
称
え
る
語
句
が
記
さ
れ
る
。
本
文
の
形
式
は
す

べ
て
神
文

・
誓
文

。
罰
文
の
順
に
記
載
さ
れ
、
従
来

「前
書
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
誓
約
文
が
先
に
な
る
例
は
な
い
。
本
文
は
長
文
の
た
め
書
き
や
す
く
、
又
読

み
や
す
く
す
る
た
め
に
二

・
三
段
に
段
落
で
区
切
る
。　
一
行
日
は
事
書
形
式
に

年
月
日
や
起
請
者
な
ど
を

一
行
書
き
す
る
例
①
Ｏ
⑬
側
も
あ
る
。
年
紀
は
未
報

告
分
を
含
め

一
二
例
あ
り
、
保
延
三
年
か
ら
建
久
二
年
の
五
四
年
間
で
あ
る
。

月
は
四
月
か
ら

一
〇
月
に
限
定
さ
れ
、
冬
季
は
な
い
。
起
請
者
は

一
一
名
現
れ

る
が
い
ず
れ
も
名
字
を
持
つ
。
神
文
は
古
代
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
々
の
う
ち

「梵

天

・
帝
釈
天
」
が
必
ず
筆
頭
に
記
さ
れ
、
次
に
中
国
道
数
の

「炎
魔
法
王

・
五

道
大
神
」
な
ど
を
記
す
。
王
城
鎮
守
神
は

「八
幡
三
所
」
を
筆
頭
と
し
て

「賀

茂
」
な
ど
平
安
京
や
周
辺
の
主
要
な
神
々
が
続
く
。
近
江
国
で
は

「山
王
七

社
」
が
常
に
筆
頭
神
で
、
近
江

一
宮
で
あ
る

「武
建
部
」
は
二
例
あ
る
が
い
ず

れ
も
日
吉
山
王
社
の
下
位
に
記
さ
れ
る
。
浅
井
郡
の
神
は
い
ず
れ
も

「竹
生
島

弁
才
天
」
で
あ
る
。
塩
津
の
当
初
神
は

「
（塩
津
）
五
所
大
明
神
」
を
筆
頭
に

「稲
懸
祝
山

・
津
明
神

・
若
宮
三
所
」
に
限
定
さ
れ
る
。
「祝
山
」
の
字
名
は
塩

津
浜
北
東
隣
に
現
存
し
、
香
取
五
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

誓
文
は

一
行
以
内
で
簡
単
に
記
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
文
字
の
残
り
も
悪

く
、
文
意
が
つ
か
み
に
く
い
。
日
常
的
な
物
や
行
為
と
し
て

「
回
表

。
米

一

升

。
白
米
二
斗

・
供
米

・
具
足

。
魚

一
巻
」
な
ど
を

「取
不
取

・
盗
取

・
取
な

か
し
」
⑫
ｌ
⑭
な
ど
の
語
句
か
ら
行
為
を
し
て
い
な
い
と
す
る
内
容
が
中
心
で

あ
る
。
最
後
に
記
さ
れ
る
罰
文
も

「神
罰
冥
罰
及
三
人
身
八
万
四
千
毎
毛
孔
近

三
日
遠
七
日
内
」
⑪
な
ど
古
文
書
に
あ
る
定
型
表
現
が
多
い
。

（１
１
７
横
田
洋
三

８
　
濱
　
修
）




